
許可申請調書       議案第１号 

件 名 建築基準法第４８条第３項に係る許可（用途制限に係る特例許可）について 

申 請 者      

住  所 広島市中区基町９-４２ 

氏  名 広島県教育委員会教育長 篠田 智志 

申 請 敷 地 広島市東区上温品四丁目３７５－９０ 

用 途 地 域      第一種中高層住居専用地域、指定なし 防火指定 指定なし 

用途・規模 

用  途 倉庫、事務所等 工事種別 用途変更 

構  造 鉄筋コンクリート造 

階  数 ６階建て 高  さ ２２．６５０ｍ 

敷地面積 ４５，５２５．１８ ㎡   

建築面積 ４，４７６．７０  ㎡ 建ぺい率 ９．８３%  ≦   ６０ % 

延べ面積 １２，４８８．３３ ㎡ 容積率 ２７．４１%  ≦１００ % 

該 当 条 項      建築基準法第４８条第３項 

申請理由 

申請に係る計画は、既存建築物を学校から倉庫、事務所等に用途変更するものである。 

この計画は、建築基準法第４８条第３項の規定（第一種中高層住居専用地域内における建築制

限）に抵触するため、同項ただし書の規定による許可を求めるものである。 

 

                                                     

 

許可に対する意見 

申請に係る計画は、第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれ

はないと認められる。 

調査等事項は別紙説明資料による。 

 

付近見取図 
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別紙説明資料 
 

第一種中高層住居専用地域内の建築物の用途規制に係る建築物の特例許可について 

 

１ 許可申請の概要 

  広島県教育委員会が設置・運営主体である県立埋蔵文化財センター及び文書館は、埋蔵文化財の

調査研究、出土遺物の整理・収蔵・保存管理等を行う施設である。この度、西区観音新町にある当

該施設を令和 5 年度末に閉校した「広島県立安芸高等学校」の施設にバリアフリー改修を施した上

で移転するに当たり、以下のとおり許可申請があった。 

⑴ 申 請 者 広島県教育委員会 教育長 篠田 智志 

⑵ 申 請 地 広島県立安芸高等学校跡地（広島市東区上温品四丁目 375-90） 

 (敷地面積：45,525.18㎡) 

⑶ 用 途 地 域 第一種中高層住居専用地域、指定なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 建築物の用途及び規模  県立埋蔵文化財センター及び文書館 

（倉庫、事務所、体育館、遺物収蔵庫、展示室、集会所、機械室） 

               延べ面積：12,488.33㎡   申請に係る建築物の数：12 

   

２ 用途制限への適合について 

 計画建築物は前記１⑷の用途からなる施設であり、第一種中高層住居専用地域に建築することがで

きる建築物として建築基準法（以下「法」という。）に限定列挙されているものに該当しない。 

ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがない

と認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでないとされている。 

 （法第 48条第 3項、法別表第二（は）項、法施行令第 130条の 5の 4） 

 

３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について 

 ⑴ 利害関係者からの公開による意見の聴取会の結果について（法第 48条第 15項に基づき開催） 

  ア 開 催 日  令和 7年 9月 29日（月） 午後 7時 30分～午後 8時 20分 

  イ 開催場所  広島市温品福祉センター 

  ウ 出 席 者  8人（全て申請敷地近傍の土地・建物所有者及び占有者である利害関係者） 

エ 主な意見  別紙 1のとおり（許可に反対する意見はなかった。） 

 ⑵ 許可について（案） 

   本市においては、許可に当たり「広島市用途制限に係る特例許可基準」を定めているところ、

本申請内容は別紙 2のとおり同基準に適合していると考えられることから、許可するものとする。 

 

４ 経緯及び今後の予定 

  令和 7年09月 08日 建築許可申請 

09月 29日 公開による意見の聴取会 

10月 28日 建築審査会 

     日付未定  （建築審査会の同意が得られた場合）消防同意の取得・許可 

申請敷地 



別紙１ 

住民からの主な意見・質問 

 

１ 建築許可に関するもの 

⑴ なぜ用途地域変更ではなく特例許可申請を選んだのか。 

 （本市回答⇒ 個別の建築物に対応するため用途地域を変更することは適切でない

ことから、建築物に係る用途制限の特例許可によることとした。） 

⑵ 広島県の計画に対し、広島市が許可を出す仕組みが分かりづらい。 

 （本市回答⇒ 建築基準法第 48条第 3項に基づく手続により、特定行政庁である

広島市が許可権者となり、申請者である広島県に対し許可をすること

となる。） 

⑶ 駐車場や新たな建物の建設予定はないのか。 

 （申請者回答⇒ 建設予定はない。） 

 

２ 建築許可に関するもの以外（参考） 

  いずれも所掌官署に情報提供し、対応を依頼済みである。 

 ⑴ 通行・道路・安全について 

ア 墓地や団地への通行路が敷地内にあるが、今後も通行可能か。 

イ 過去に工事車両による事故（塀・電柱への接触）が複数回発生した。安全対策

の徹底と連絡窓口を明確にしてほしい。 

ウ 道路の管理はどこが行っているのか。 

エ ごみステーションの移設に関する経緯と敷地の境界について確認したい。 

 

⑵ グラウンド・施設の活用について 

ア 校庭（グラウンド）を公園として開放してほしい。校庭を公園化するにはどう

すればよいか。 

イ 子供たちが遊べる場所が地域に少ないため、教育委員会にはもっと子供のこと

を考えてほしい。 

 

⑶ 地域との関わり・イベントについて 

ア 埋蔵文化財センターが地域に開かれた施設になるようイベント開催や展示公開

をしてほしい。 

イ 子供たちが文化財に触れられる機会を作ってほしい。 

  



別紙２ 
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「広島市用途制限に係る特例許可基準」への適合検討 
 

１ 各基準への適合状況 

 許可の基準 計画内容 

１ 計画敷地

周辺の土地

利用状況等 

特例許可を受けようとする計画敷地周辺の土

地利用状況等は、次の各号のいずれかに該当す

るものでなければならない。 

⑴ 計画敷地が、建築が許容される地域に隣接

しているか、又は近接していること。 

⑵ 計画敷地付近の土地利用状況が、既に建築

が許容される地域と同様の状況となってい

る。 

⑶ 計画敷地周辺の地域の特殊性からみてやむ

を得ないものであり、かつ、用途地域の目的

に反しない状況であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 既存不適格建築物又は特例許可を受けた建

築物の建て替えであって、当該建て替えが周

辺環境の整備改善に資すると認められるもの

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶について 

当該敷地を囲む隣接地のほとんどは森林法

に基づき地域森林計画対象民有林に指定され

た山林であり、かつ今後開発の予定されない市

街化調整区域である。同区域が緩衝することで

隣近接する住宅団地の住環境へ影響が及びに

くい状況にある。 

「第一種中高層住居専用地域」は都市計画法

により「中高層住宅に係る良好な住居の環境を

保護するために定める地域」とされているとこ

ろ、用途変更後の建築物の用途は、倉庫、事務

所、体育館、遺物収蔵庫、展示室、集会所等で

あり、変更前の高等学校と同様に住環境に支障

となるおそれのある騒音・振動などを生じさせ

る機能を有さない。 

また、当該敷地内に立地する建築物は申請案

件に係るもののみであり、当該地は申請者であ

る広島県により今後も管理され、将来的にも住

宅が建設される計画はない。 

 

 

  

 

 以上より、⑶に該当しており、「１ 計画敷地

周辺の土地利用状況等」の基準に適合している。 

２ 交通面へ

の配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 計画敷地の要件は、次のとおりとする。 

ア 計画建築物の用途が工場又は自動車車庫

にあっては、幅員が概ね 8メートル以上の

道路、又は幅員が 6メートル以上（計画敷

地から概ね 8メートル以上の道路に通ずる

までの距離が、50メートル程度の場合）の

道路に接しなければならない。 

イ その他にあっては、建築物の用途に応じ、

計画建築物から生じる交通量を適切に処理

できると認められる一定以上の幅員の道路

に接していなければならない。 

 

 

 

 

 

⑴について 

 アについて 

   計画建築物の用途は工場又は自動車車庫

ではない。 

  

 

 

イについて 

計画建築物の利用は、職員と展示室への来

館者が想定される。職員の常駐は 10 数名程

度であり、県立埋蔵文化財センターのうち、

展示室への来館者は、月 30 名の利用が見込

まれる。 

   計画場所へ至る経路については、住宅団地

の通過によらない経路（東 1区 116号広島市

道）が確保されており、当該道路の幅員は 5
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 許可の基準 計画内容 

２ 交通面へ

の配慮 

 

 

 

 

 

⑵ 計画建築物の用途が自動車車庫にあって

は、自動車の出入口は駐車場法施行令第 7条

第 1項、第 2項、第 4項及び第 5項に規定す

る基準を満足しなければならない。 

 

⑶ 駐車場法第20条第1項に規定する特定用途

に供する部分を有する建築物にあっては、「建

築物における駐車施設の附置等に関する条

例」に規定する駐車場整備地区以外の地域に

あっても、原則として駐車場整備地区と同様

の必要台数を確保した駐車場を整備しなけれ

ばならない。 

 

⑷ 自転車等駐車場については、建築物の

用途に応じて表の各欄に掲げる台数以上

を確保しなければならない。（事務所にお

ける必要駐輪台数=事務所の床面積（㎡）

/300 ㎡）） 

～10メートル程度であるため、計画建築物か

ら発生する交通量は適切に処理できると考

えられる。 

 

⑵について 

計画建築物は自動車車庫ではない。 

 

 

 

⑶について 

計画建築物は、特定用途（事務所）を含むも

のであり、33 台以上の駐車台数が必要なとこ

ろ、約 430台確保している。 

 

 

 

 

⑷について 

計画建築物は、9台以上の駐輪台数が必要な

ところ、約 400台確保している。 

 

 

以上より、各基準に適合し、「２ 交通面への

配慮」の基準に適合している。 

３ 公害関係

への配慮 

⑴ 良好な環境を確保するため、騒音、廃液等

を生じる建築物にあっては、「広島県公害防止

条例」の適用を受けない場合であっても、同

条例に規定する基準を満足させるものでなけ

ればならない。 

 

⑵ 計画建築物の用途が自動車車庫にあって

は、当該建築物の規模、階数等は、自動車の騒

音、排気ガス、ライト等の影響に配慮し、敷地周

辺の環境を害するおそれが少ない計画としなけ

ればならない。 

⑴について 

計画建築物は、騒音を生じる建築物ではな

い。 

廃液については、専門の業者に委託し処理を

行うこととしている。 

 

⑵について 

  計画建築物の用途は自動車車庫ではない。 

 

 

 

以上より、各基準に適合し、「３ 公害関係へ

の配慮」の基準に適合している。 

４ 景観等に

対する配慮 

⑴ 計画敷地の周辺環境を良好に維持保全する

ため、敷地の周囲にはできる限りの空地を確

保し、植栽等（概ね空地の 10％以上）を施す

よう努めなければならない。 

 

⑵ 計画建築物及び当該建築物に設置する屋外

広告物等については、事前にパース等を作成

し、意匠、色彩等を明記しなければならない。 

⑴について 

  敷地内の計画建築物の周囲には、空地が十分

確保されており、緑化率も約 11.1％確保してい

る。 

 

⑵について 

外構計画については、外壁色をアイボリー色の

低彩度なアースカラーとしている既存建築物か

ら変更がないものであるため、景観上支障ない。 

 

以上より、各基準に適合し、「４ 景観等に対

する配慮」の基準に適合している。 

 
２ 検討結果 

本申請内容については「広島市用途制限に係る特例許可基準」に適合している。 



建築基準法第４８条第３項に係る許可

（用途制限に係る特例許可）について

議案第１号

1



目次

１ 許可申請の概要

２ 用途制限への適合について

３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について

４ 経緯及び今後の予定
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１ 許可申請の概要

〇 広島県教育委員会が設置・運営主体である

県立埋蔵文化財センター及び文書館
は、埋蔵文化財の調査研究、出土遺物の整理・
収蔵・保存管理等を行う施設である。

〇 この度、西区観音新町にある当該施設を令和5年
度末に閉校した「広島県立安芸高等学校」の施設
にバリアフリー改修を施した上で移転するに当たり、
次のとおり許可申請があった。

3



１ 許可申請の概要

⑴ 申請者
広島県教育委員会 教育長 篠田 智志

⑵ 申請地
広島県立安芸高等学校跡地
（広島市東区上温品四丁目357-90）
（敷地面積：45,525.18㎡）

4



（補足資料） 申請地
5

１号議案
計画敷地

広島駅

上温品小学校

温品中学校

中山小学校

安芸高校
（閉校）

高速道路
温品料金所

府中大川

広島高速1号線
（安芸府中道路）



（補足資料） 申請地
6

平林団地

１号議案
計画敷地



（補足資料） 周辺の土地利用状況
7

専用住宅

公園・緑地

事務所

その他

計画敷地



（補足資料） 現況状況

計画敷地

8

一戸建ての住宅
（平林団地）

市道東1区116号線
幅員約5m

市道東1区116号線
幅員約5～10m事務所

広島東インター線
（県道）
幅員約22ｍ

温品PA

山林
畳谷弥生遺跡群



１ 許可申請の概要

⑶ 用途地域
第一種中高層住居専用地域

（一部用途地域の指定のない地域を含む）

9



（補足資料） 用途地域

計画敷地

第一種低層
住居専用地域

第二種中高層
住居専用地域

市街化調整区域

10

第一種住居地域

第一種中高層
住居専用地域



（補足資料） 用途地域
11
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専
用
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域
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低
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住
居

専
用
地
域

用
途
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工
業
の
利
便
を
増
進
す
る
。

主
と
し
て
工
業
の
利
便
を
増
進
す
る
。

主
と
し
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環
境
の
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化
を
も
た
ら
す
お
そ
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の
な
い
工

業
の
利
便

を
増
進
す
る
。

主
と
し
て
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そ
の
他
の
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務
の
利
便
を
増
進
す
る
。

近
隣
の
住
宅
地
の
住
民
に
対
す
る
日
用
品
の
供
給
を
行

う
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
す
る
商
業
そ
の
他
の
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務
の

利
便
を
増
進
す
る
。

農
業
の
利
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の
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進
を
図
り
つ
つ
、
こ
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と
調
和
し
た
低

層
住
宅
に
係
る
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居
の
環
境
を
保
護
す
る
。

道
路
の
沿
道
と
し
て
の
地
域
の
特
性
に
ふ
さ
わ
し
い
業
務

の
利
便
の
増
進
を
図
り
つ
つ
、
こ
れ
と
調
和
し
た
住
居
の

環
境
を
保
護
す
る
。

主
と
し
て
住
居
の
環
境
を
保
護
す
る
。

住
居
の
環
境
を
保
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す
る
。

主
と
し
て
中
高
層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を

保
護
す
る
。

中
高
層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
保
護
す
る
。

主
と
し
て
低
層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
保

護

す
る
。

低
層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
保
護
す
る
。

各
用
途
地
域
の
趣
旨



１ 許可申請の概要

⑶ 建築物の用途及び規模
用途
県立埋蔵文化財センター及び文書館
（倉庫、事務所、体育館、遺物収蔵庫、
展示室、集会所、機械室）

規模
延べ面積：12,488.33㎡
申請に係る建築物の数：12

12



（補足資料） 現況写真

計画敷地

13

計画敷地内の既存建築物

屋内運動場

総合学科棟
運動場

本館・普通教室棟

特別教室棟



（補足資料） 敷地の概要

計画敷地

用 途⇒県立埋蔵文化財センター及び文書館

（倉庫、事務所、体育館、遺物収蔵庫、展示室、集会所、機械室）

建築物数⇒12棟
運営日時⇒平日8：30～17：15     
従業員数⇒10数名程度

業務内容⇒①埋蔵文化財の調査研究
②出土遺物の整理、収蔵及び保存管理に関すること
③出土遺物及び研究資料の活用に関すること
④その他埋蔵文化財に係る専門技術的事項に関すること

敷地・建物概要

14

①本館・普通教室棟

②総合学科棟

③特別教室棟

④屋内運動場

⑤同窓会館⑥部室

⑦倉庫

⑧電気・ポンプ・
プロパン庫

⑨燃料庫

⑩倉庫
⑪倉庫（クラブハウス）

⑫クラブハウス



（補足資料） 建物別の利用計画

計画敷地

15

①本館・普通教室棟

②総合学科棟

③特別教室棟

④屋内運動場

⑤同窓会館⑥部室

⑦倉庫

⑧電気・ポンプ・
プロパン庫

⑨燃料庫

⑩倉庫
⑪倉庫（クラブハウス）

⑫クラブハウス

① 本館・普通教室棟



（補足資料） １・２階平面図
16

１階平面図

２階平面図

本館・普通教室棟

整理作業室

図書室

整理作業室

集会所 展示室

倉庫等

倉庫等



（補足資料） ３・４階平面図
17

３階平面図

４階平面図

本館・普通教室棟

出土文化財収蔵室等

出土文化財収蔵室等



（補足資料） ５階平面図
18

５階平面図

本館・普通教室棟

出土文化財収蔵室



（補足資料） 建物別の利用計画

計画敷地
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①本館・普通教室棟

③特別教室棟

④屋内運動場

⑤同窓会館⑥部室

⑦倉庫

⑧電気・ポンプ・
プロパン庫

⑨燃料庫

⑩倉庫
⑪倉庫（クラブハウス）

⑫クラブハウス

②総合学科棟

②総合学科棟



（補足資料） １・２階平面図
20

１階平面図

２階平面図

総合学科棟

出土文化財収蔵室

機材庫

器具庫



（補足資料） ３・４階平面図
21

３階平面図

４階平面図

総合学科棟

特別出土文化財収蔵室

出土文化財収蔵室



（補足資料） ５・PH階平面図
22

PH階平面図

総合学科棟

５階平面図

出土文化財収蔵室



（補足資料） 建物別の利用計画

計画敷地

23

①本館・普通教室棟

③特別教室棟

④屋内運動場

⑤同窓会館⑥部室

⑦倉庫

⑧電気・ポンプ・
プロパン庫

⑨燃料庫

⑩倉庫
⑪倉庫（クラブハウス）

⑫クラブハウス

③特別教室棟

②総合学科棟



（補足資料） １・２階平面図
24

２階平面図

１階平面図

特別教室棟

収蔵室・倉庫

収蔵室・倉庫



（補足資料） ３・４階平面図
25

特別教室棟

４階平面図

３階平面図

収蔵室・倉庫

収蔵室・倉庫



（補足資料） 建物別の利用計画

計画敷地

26

①本館・普通教室棟

③特別教室棟

⑤同窓会館⑥部室

⑦倉庫

⑧電気・ポンプ・
プロパン庫

⑨燃料庫

⑩倉庫
⑪倉庫（クラブハウス）

⑫クラブハウス

④屋内運動場

②総合学科棟

④屋内運動場



（補足資料） １階平面図
27

１階平面図

屋内運動場

倉庫



（補足資料） ２階平面図
28

２階平面図

屋内運動場

埋蔵文化財センターに付随する体育館



（補足資料） ３階平面図
29

３階平面図

屋内運動場



（補足資料） 建物別の利用計画

計画敷地

30

①本館・普通教室棟

③特別教室棟

⑤同窓会館⑥部室

⑦倉庫

⑧電気・ポンプ・
プロパン庫

⑨燃料庫

⑩倉庫
⑪倉庫（クラブハウス）

⑫クラブハウス

その他⑤～⑫の建築物

②総合学科棟

④屋内運動場

⑧ 電気・ポンプ・プロパン庫
⑨ 燃料庫
その他の建築物は倉庫として利用



計画建築物は倉庫、事務所、体育館、遺物収蔵
庫、展示室、集会所等の用途からなる施設であり、第
一種中高層住居専用地域に建築することができる建
築物として建築基準法に限定列挙されているものに該
当しない。

２ 用途制限への適合について

ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地

域における良好な住居の環境を害するおそれがな
いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可し
た場合においては、この限りでないとされている。

31



（補足資料） 建築可能な用途
32



３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について

（用途地域等）
第４８条第１５項
特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許
可をする場合においては、あらかじめ、その許可に
利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意
見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければ
ならない。

＜建築基準法第４８条第1５項＞

33

⑴ 利害関係者からの公開による意見の聴取会の結果について
（法第48条第15項に基づき開催）



⑴ 利害関係者からの公開による意見の聴取会の結果について
（法第48条第15項に基づき開催）
ア 開催日

令和7年9月29日（月） 午後7時30分～午後8時20分

イ 開催場所
広島市温品福祉センター

ウ 出席者
8人

（全て申請敷地近傍の土地・建物所有者及び占有者である利害関係者）

３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について
34



（補足資料） 利害関係者

利害関係者の範囲
（50ｍ）

35

専用住宅

公園・緑地

事務所

その他

計画敷地



⑴ 利害関係者からの公開による意見の聴取会の結果について
（法第48条第15項に基づき開催）

エ 主な意見
次のとおり

３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について
36



１ 建築許可に関するもの
⑴ なぜ用途地域変更ではなく特例許可申請を選んだのか。
（本市回答⇒ 個別の建築物に対応するため用途地域を変更することは適切で
ないことから、建築物に係る用途制限の特例許可によることとした。）

⑵ 広島県の計画に対し、広島市が許可を出す仕組みが分かりづらい。
（本市回答⇒ 建築基準法第48条第3項に基づく手続により、特定行政庁で
ある広島市が許可権者となり、申請者である広島県に対し許可をすることとな
る。）

⑶ 駐車場や新たな建物の建設予定はないのか。
（申請者回答⇒ 建設予定はない。）

３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について
37



２ 建築許可に関するもの以外（参考）
いずれも所掌官署に情報提供し、対応を依頼済みである。

⑴ 通行・道路・安全について
ア 墓地や団地への通行路が敷地内にあるが、今後も通行可能か。
イ 過去に工事車両による事故（塀・電柱への接触）が複数回発
生した。安全対策の徹底と連絡窓口を明確にしてほしい。
ウ 道路の管理はどこが行っているのか。
エ ごみステーションの移設に関する過去の経緯と敷地の境界について
確認したい。

３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について
38



⑵ グラウンド・施設の活用について
ア 校庭（グラウンド）を公園として開放してほしい。校庭を公園化す
るにはどうすればよいか。
イ 子供たちが遊べる場所が地域に少ないため、教育委員会にはもっと
子供のことを考えてほしい。

⑶ 地域との関わり・イベントについて
ア 埋蔵文化財センターが地域に開かれた施設になるようイベント開催
や展示公開をしてほしい。
イ 子供たちが文化財に触れられる機会を作ってほしい。

３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について
39



⑵ 許可について（案）
本市においては、許可に当たり、
「広島市用途制限に係る特例許可基準」
を定めているところ、本申請内容は次のとおり
同基準に適合していると考えられることから
許可するものとする。

３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について
40



広島市用途制限に係る特例許可基準への適合性

〇 申請敷地は森林に囲まれており、住宅団地の住環境へ影響が及びにくい。

〇 申請建物は、住環境に支障となるおそれのある騒音・振動などを生じさせる機能を有さない。

〇 当該敷地内に立地する建築物は申請建物のみであり、将来的にも住宅が建設される計画

はない。

１ 計画敷地周辺の土地利用状況等（許可基準１）

41

適合



（補足資料） 現況の状況

申請敷地

42

一戸建ての住宅
（平林団地）

住宅団地との間に山林があることにより、
住宅団地の住環境申請建物の影響が及びにくい。



広島市用途制限に係る特例許可基準への適合性

〇 計画場所へは、幅員幅員は5～10メートル程度の住宅団地の通過によらない経路
（東1区116号広島市道）が確保されており、計画建築物から発生する交通量は適切に
処理できると考えられる。

〇 計画建築物は、許可基準により33台以上の駐車台数が必要なところ、約430台確保し
ている。（グラウンドに駐車が可能）

〇 計画建築物は、許可基準により9台以上の駐輪台数が必要なところ、約400台確保し
ている。

交通面への配慮（許可基準２）

43

適合



（補足資料） 周辺の道路状況
44

申請敷地

広島市道

幅員

県道
主要地方道

主要地方道
広島中島線

県道
広島東インター線

←↓住宅団地の通過によらない経路

平林団地



広島市用途制限に係る特例許可基準への適合性

〇 計画建築物は、騒音を生じる建築物ではない。
〇 計画建築物から生じる廃液については、専門の業者に委託し処理を行うこととしている。

公害関係への配慮（許可基準３）

45

適合



広島市用途制限に係る特例許可基準への適合性

〇 敷地内の計画建築物の周囲には、空地が十分確保されており、緑化率も約11.1％確
保している。
〇 外構計画については、外壁色をアイボリー色の低彩度なアースカラーとしている既存建築
物から変更がないものであるため、景観上支障ない。

景観等への配慮（許可基準４）

46

適合



（補足資料） 敷地内緑化部分

申請敷地

47

敷地内の緑化部分



（補足資料） 現況写真

（ は写真撮影位置）

48

総合学科棟
本館・普通教室棟



（補足資料） 現況写真

（ は写真撮影位置）
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本館・普通教室棟

特別教室棟

正門



（補足資料） 現況写真

（ は写真撮影位置）

50

総合学科棟

本館・普通教室棟
※パノラマ撮影

特別教室棟

屋内運動場

屋内運動場



広島市用途制限に係る特例許可基準への適合性

〇 敷地内の計画建築物の周囲には、空地が十分確保されており、緑化率も約11.1％確
保している。
〇 外構計画については、外壁色をアイボリー色の低彩度なアースカラーとしている既存建築
物から変更がないものであるため、景観上支障ない。

景観等への配慮（許可基準４）

51

適合



３ 公開による意見の聴取会の結果及び許可について 52

広島市用途制限に係る特例許可基準に適合

第一種中高層住居専用地域における住居の環境を害するおそれ
がないと認められ、法第４８条第３項の規定に基づく許可の対象と
考える。

公開による意見の聴取会
計画に対する反対意見なし



【令和7年】
09月 08日 建築許可申請
09月 29日 公開による意見の聴取会
10月 28日 建築審査会

４ 経緯及び今後の予定
53

許可

消防庁の同意取得

（建築審査会の同意が得られた場合）


